
添付図書一覧

名称
内容

（縮尺を変更する場合はご相談ください。）
建築物 工作物 開発行為

1 位置図 縮尺1/2,500以上

○ ○ ○

2 現況写真 敷地及び周辺の状況が分かるもの

○ ○ ○

3 配置図 縮尺1/100以上

○ ○ ○

4 立面図 着色
４面以上
縮尺1/50以上

○ ○ △

5 外部仕上げ表 屋根・壁等の部分ごとに仕上げ方法、色（マンセ
ル値）等を記載する。アクセントカラーがある場
合はその割合を記載する。それらを立面図内に記
載する場合は添付不要。

△ △ △

6 計画平面図 縮尺1/100以上
施工方法を記載 ○

7 断面図 縮尺1/100以上
行為前後の土地の状況を対比できる縦断面及
び横断面

○

8 外構図 門、垣、擁壁、植栽等の敷地内の構成を記載
する。工作物の高さを記載する。それらを配
置図・設計図等に記載する場合は添付不要。

△ △ △

9 その他 行為の内容を確認するため、必要に応じて追
加資料の提出が必要になる場合があります。
（公図写し・求積図・外観パース等）

△ △ △

※規模が大きい場合等、適切に表示できない場合は縮尺を変更することができます。
※△の印については、必要に応じて提出してください。

【参考】景観法施行規則

（景観計画区域内における行為の届出）

第一条 景観法（以下「法」という。）第十六条第一項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うも

のとする。

２ 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっ

ては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、景観行政団体の長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に

替えることができる。

一 建築物の建築等又は工作物（建築物を除く。以下この号において同じ。）の建設等にあっては、次に掲げる図書

イ 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの

ロ 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

ハ 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの

ニ 建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの

二 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第十二項に規定する開発行為にあっては、次に掲げる図書

イ 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの

ロ 当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

ハ 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの

三 その他参考となるべき事項を記載した図書

四 前三号に掲げるもののほか、添付が必要なものとして景観行政団体の条例で定める図書

３ 前項の規定にかかわらず、景観行政団体の長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させるこ

とができる。


